
別表１（第６条関係）

※重要項目順位は、①＞②とする。 （満点50点）

※評価点が同点の場合、重要項目順位が高い項目の得点が高い順に決定する。

※審査基準に配点が明記されていないものは、下記の配点目安による。

重点項目は点数を２倍とする。

点

まちのみどりを活用する重要性を理解し、今後地域に根差し
た取り組みとなるような提案となっているか【重点項目①】

10 点

１次審査表（審査項目及び審査基準）

社

項番 審査項目 審査基準 得点

体験活動の参加者を増やし、コミュニケーションが生まれる
仕組みが検討されているか

5 点

2 提案金額 提案金額が妥当かつ安価であるか。（下表参照） 5 点

ワークショップの
提案内容

体験活動を通じて参加者がまちのみどりに具体的に関わる知
識・経験を身に付けられる内容であるか【重点項目②】

10 点

1

事業実施の方向性
及び全体計画

高島平のまちづくりにおける「たかまちみどり」の考え方を
理解し、コンセプトを踏まえた提案になっているか

5

3 事業の実施体制 提案内容が実現できる体制が構築されているか 5 点

5
参加者の営業拠点
の所在地

区内に営業拠点である本社または本店がある。　５点
区内に営業拠点である支社又は営業所がある。　３点
区内に営業拠点がない。　　　　　　　　　　　０点

5 点

4 業務実績
東京都や他自治体においてまちのみどりを活用した業務実績
があるか。また、幅広い内容となっているか。

5 点

評価点 点

【配点目安】 契約上限額との差 配点

５点 大変優れている 20％以上 5点

４点 優れている 15％以上 20％未満 4点

３点 普通 10％以上 15％未満 3点

２点 やや劣る 5％以上 10％未満 2点

１点 劣る 5％未満 1点

金額に妥当性　なし 0点


